
 

 

 

「関係地方公共団体からなる検討の場」の設置について（安威川ダム検証） 
 

 

 

 

１．会 議 名 

 

 

   「安威川ダム検証に係る検討の場」   （公開） 

 

 

 

 

２．構成メンバー   

 

   

 流 域 市     ： 大 阪 市 長  

吹 田 市 長 

高 槻 市 長 

茨 木 市 長 

摂 津 市 長 

                         

 

検討主体（大阪府） ： 都 市 整 備 部 長 

河 川 室 長 

茨木土木事務所長 

安威川ダム建設事務所長 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

資料‐２ 



 

 

３．設置目的 
 

  ○今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ（修正案） 

             「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」平成 22 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ダム検証の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H22.9.28  国交大臣がダム事業主体に検証の検討を指示（補助事業は要請） 

安威川ダム検証報告書（素案）の作成 
大阪府が国の検証基準に基づき、以下をまとめた検証報告書（素案）を作成 

① ダム事業費等の点検 

② 複数の治水対策の立案 

③ 概略評価による治水対策案の抽出 

④ 治水対策案を評価軸ごとに比較 

⑤ 総合的な評価            等 

 

流域市からなる検討の場 
 
流域５市の首長等に出席して頂き、
相互の立場を理解しつつ、検討内容
の認識を深め検討を行う 

河川整備委員会に
おいてダム規模を
審議 

河川整備委員会の意見を踏まえ、対応方針（案）を決定 

意見 

意見 

 3.4 情報公開、意見聴取等の進め方 

   検証に係る検討に当たっては、科学的合理性、地域間の利害の衡平性、透明性の確保を図り、

地域の意向を十分に反映するための措置を講じることが重要であり、検討主体は、下記の①②を

行った上で、河川法第 16条の 2（河川整備計画）等に準じて③を行う進め方で検討を行う。 

 

   ①「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、相互の立場を理解しつつ、検討内容の認

識を深め検討を進める。 

   ②検討過程においては、「関係地方公共団体からなる検討の場」を公開するなど情報公開を行う

とともに、主要な段階でパブリックコメントを行い、広く意見を募集する。 

   ③学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体の長、関係利水者の意見を聴く。 

 

 

 

 

大阪府から国土交通省へ対応方針の報告 

国土交通省による対応方針の決定 

有識者会議 

関係住民からの 
意見聴取 

（11/22～12/10） 

※治水手法がダム 

となった場合 

河川整備計画の変更手続き 


